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【 問い合わせ】  

３ ５ ０ －８ ６ ０ １  

川越市元町１ 丁目３ 番地１  

川越市役所 本庁舎（ ５ 階） 都市計画部 公園整備課 

電話０ ４ ９ －２ ２ ４ －５ ９ ６ ５ （ 直通）  
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１  公募の概要 

川越市は、 都市公園への清涼飲料水等自動販売機設置者の募集を次のと おり 実

施し ま す。 自動販売機の設置は、 都市公園法（ 昭和３ １ 年法律第７ ９ 号)及び川越

市都市公園条例に基づき 、 川越市が設置者に対し 、 公園施設の設置を 許可する 方

法によ り 行いま す。  

設置者は、公募物件に対し 、年間使用料を 本市が設定する 最低価格以上、かつ、

最高の応募価格で申込みを行っ た者に決定し ま す。  

 

※設置者に決定後、 正当な理由なく 辞退し た場合は、 今後、 同様の手続き への

参加が認めら れない場合があり ま す。 やむを得ず辞退し た場合、 次点の者が

設置者と なり ま す。  

 

※公園施設の設置許可・ ・ ・ 都市公園法第 5 条第１ 項、 川越市都市公園条例第

7 条及び第１ ７ 条、 川越市都市公園条例施行規則

第２ 条 

 

※設置期間は３ 年間（ 協議によ り ２ 年間を 限度に更新可） と なり ま す。 なお、

契約期間中に消費税率の改定があっ た場合でも 使用料の変更は行いま せん。  

 

２  自動販売機の種類 

公募する 自動販売機の種類は、 清涼飲料水（ 缶・ ペッ ト  ※災害対応型） の自動

販売機と し 、 酒類、 タ バコ 等は除き ま す。  
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３  自動販売機の設置場所、 台数 

応募

番号
公園名 所在地 設置場所

設置

台数
設置面積 備考

1 市民グラウンド 宮元町23番22 入口付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

2 高階南公共広場 大字砂新田467番 駐車場付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

3 伊佐沼公園 大字伊佐沼596番1 入口付近 3台
3.9㎡

(3.9m×1.0m)
入替

4 芳野台南公園 芳野台1丁目3015番1 入口付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

5 スポーツパーク福原 大字今福1772番1 入口付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

6 御伊勢塚公園 伊勢原町3丁目3番 テニスコート付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

7 岸町健康ふれあい広場 岸町3丁目32 駐車場付近 1台
1.3㎡

(1.3m×1.0m)
入替

444円

5,232円

5,352円

最低使用料

（年額、円）

4,260円

504円

1,128円

1,956円

 

注1 ）  設置面積は、自動販売機を 設置する 面積を示し ており 、 回収ボッ ク ス の設置に

要する 面積は含ま れていま せん。 回収ボッ ク ス の設置場所は、 仕様のと おり 、

原則と し て自動販売機付近の設置と なり ま すが、詳細は設置者と なった者と 川

越市が協議し て決定し ま す。  

注2 ）  「 缶・ ペッ ト 」 と あり ま すが、 設置が可能な機種は原則、 缶、 ペッ ト ボト ルの

二種類が 1 台で販売でき る 機種と し ま す。  

注3 ）  都市公園に設置する こ と から 、別途記載の仕様を遵守し 、特に環境（ 省エネ等）

に配慮し た機種と し てく ださ い。（ 別紙「 仕様書」 参照）  

注4 ）  自動販売機は、設置場所周辺への景観配慮に努め、 商品購入時に過大な音や音

声を 発し ないも のと し てく ださ い。  

注5 ）  全ての自動販売機を「 災害対応型自動販売機」 と し てく ださ い。 災害時におい

ては、自動販売機内のすべての飲料を 無償提供する こ と ができ る 体制を 整えて

く ださ い。（ 無償提供に際し 、 鍵等が必要になる 場合は提出をお願いし ま す）  

注6 ）  複数応募は可能です。  

注7 ）  公園区域外の自動販売機設置状況については、 市は把握し ており ま せん。  

注8 ）  新たに電気の引き 込みが必要になり ま す。電気契約に係る 手続き 及び料金支払

い、 工事等は設置者にてお願いし ま す。 費用は設置者の負担と なり ま す。  

注9 ）  やむを 得ず公園内の電源を使用し なければなら ない場合は、子メ ータ ーを 設置

し 、 毎月電気使用量の計測をお願いし ま す。 その場合、 電源ま での電気工事が

必要になり 、 費用は設置者の負担と なり ま す。 電気使用量に相当する 料金を 、

市が定める 期限ま でに納付し ていただき ま す。（ ６ か月ごと に請求。）  

注1 0 ）  毎月の売上金額、 本数及び電気使用量を 翌月１ ０ 日ま でに公園整備課に報告

いただき ま す。   
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４  販売価格 

販売価格は、 標準小売価格以下と し てく ださ い。  

５  応募資格 

  都市公園に自動販売機を設置する こ と について理解と 意欲を有する こ と 。  

  法人その他の団体である こ と （ 法人格を 有さ ない任意団体でも 可）  

  「 令和７ ・ ８ 年度川越市競争入札資格参加者名簿（ 物品・ 維持管理業務）」

に搭載さ れている こ と 。  

  自動販売機の設置業務において、 管理・ 運営する ２ 年以上の実績を有し 、 優

良なサービ ス を 提供でき る 能力を 有する こ と 。  

《 優良なサービ ス 》  

(ア) 商品の入れ替え、 補充、 賞味期限が過ぎた商品の回収等 

(イ ) つり 銭管理 

(ウ ) 使用済容器の回収 

(エ) 安全管理（ 転倒防止、 食品衛生、 防犯対策等）  

  団体の代表者が成年被後見人、 被保佐人又は破産者で復権を 得ないも のでな

いこ と 。  

(ア) 国税及び市税（ 川越市が課税し たも のに限る ） の滞納がないこ と 。  

(イ ) 公共の安全及び福祉を 脅かすおそれのある 団体に属する も のでないこ

と 。  

《 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある 団体の例》  

(ア) 暴力団員によ る 不当な行為の防止等に関する 法律（ 平成３ 年法律第7 7

号）第 3 条及び第 4 条によ る 指定を 受けた指定暴力団等及びその暴力

団員でないこ と 。  

(イ ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する 法律（ 平成１ １ 年法

律第１ ４ ７ 号） に基づく 処分の対象と なっ ている 団体及びその構成員

でないこ と 。   
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６  提出書類、 日程等 

応募資格の適否を事前に確認する ため、「 １ 応募受付」 と 「 ２ 提案書の受付」 の日

程が異なり ま すので、 注意し てく ださ い。  

提出書類 日程（ 提出期間・ 場所等）  

１  応募受付 

 

書類の種類 

 

法人 

任意 

団体 

ア 応募申込書（ 様式１ ）  ○ ○ 

イ  設置予定の自動販売機の

仕様が分かる 書類（ パンフ

レッ ト 等）  

○ ○ 

ウ  当該事業の運用計画書 ○ ○ 

エ 委任状（ 様式２ ） について 

委任者は、 令和７ ・ ８ 年度川越市競争入札

参加者名簿に登載さ れている も のと し 、 応募

や提案書の提出等を委任する 場合は、 必ず委

任状の提出をお願いし ま す。  

※設置者が決定し た場合は、 納税証明等別途提

出書類が必要と なり ま す。  
 

《 提出期間》  

令和８ 年２ 月９ 日（ 月） ～ 

２ 月２ ６ 日（ 木）  

（ 土、 日、 祝日を除く ）  

午前９ 時から 午後５ 時ま で 

 

《 提出場所》  

川越市役所 本庁舎５ 階 公園整備課 

２  提案書の受付 

提案書（ 様式３ ）  

※提案書は「 応募番号」 ごと に作成し 、

封筒に入れ、糊付けのう え、封筒の表

面に「 応募番号」 を記入し て提出し て

く ださ い。  

２ つ以上の応募番号に応募する 場合

は、 封筒は２ 通以上になり ま す。  

《 提出期間》  

令和８ 年２ 月９ 日（ 月） ～ 

２ 月２ ７ 日（ 金）  

（ 土、 日、 祝日を除く ）  

午前９ 時から 午後５ 時ま で 

ただし 、 最終日は午前 9 時０ ０ 分ま で 

《 提出場所》  

川越市役所 本庁舎５ 階 公園整備課 

最終日は、 ９ 時０ ０ 分よ り 開封を 行い

ま すので、 提案書の開封時に提出さ れる

場合は、直接、開封会場（ 川越市役所 本

庁舎７ 階 Ｇ 会議室） へお持ちく ださ い。 

３  提案書の開封（ 設置者の決定・ 発表） 

※応募者は、 必ず出席し てく ださ い。  

令和８ 年２ 月２ ７ 日（ 金）  

午前９ 時０ ０ 分 

川越市役所 本庁舎７ 階 Ｇ 会議室 
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※郵送によ る 受付は行いま せん。  

※記載事項に不備のある 書類は、 受け付ける こ と ができ ま せん。  

※応募申込書をはじ めと する 一連の関係書類は、当該設置者の選定のみに利用し ま す。

ま た、 提出し ていただいた書類は、 返却いたし ま せんのでご了承く ださ い。  

 

７  設置者の決定方法 

設置者は、 応募資格を満たし 、 必要書類が適正に提出さ れた者であって、 年間

使用料を 本市が設定する 最低価格以上、 かつ、 最高の応募価格で提案し た者に決

定し ま す。 最高価格の応募が 2 者以上ある 場合は、「 く じ 」 引き によ り 決定し ま

す。  

なお、 公募結果については、 市ホームページに掲載し ま す。  

 

８  設置期間等 

(1 ) 設置期間 

設置の期間は、令和８ 年４ 月１ 日から 令和１ １ 年３ 月３ １ 日ま でと し ま

す。 ただし 、 川越市及び設置者と 協議のう え、 最長２ 年間(令和１ ３ 年３

月３ １ 日ま で)を 限度と し て、 契約を更新でき る も のと し ま す。  

 

(2 ) 許可の取消し  

次の場合には、 許可を 取消し 、 又は変更する こ と があり ま す。  

① 川越市が公用又は公共用に供する ため必要と する と き  

② 設置者に許可の条件に違反する 行為がある と 認めら れる と き  

  正当な理由なく し て、 設置許可の手続き に応じ なかっ たと き  

  設置者の決定から 手続き ま での間に、 設置者について資金事情の変

化等によ り 、 販売機設置が確実でないと 川越市が判断し たと き  

  社会的信用を 著し く 損なう よ う な行為等によ り 、 設置者と し てふさ

わし く ないと 川越市が判断し たと き  

 

(3 ) 原状回復・ 返還 

設置事業者は、 許可期間が満了し たと き 、 又は許可が取り 消さ れた場合

は、 速やかに自己の負担で原状に回復し てく ださ い。  
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(4 ) 設置者の提出書類 

設置者に決定し た者は、 次の書類を提出し てく ださ い。  

①法人の場合・ ・ ・ ・ 法人印鑑登録証明書（ 原本）、 国税及び市税（ 川越

市） の納税証明書（ 原本）、 公園施設設置許可申請

書 

②任意団体の場合・ ・ 代表者の印鑑登録証明書（ 原本）、 国税及び市税(川

越市)の納税証明書（ 原本）、公園施設設置許可申請

書 

９  設置許可の手続き  

設置者は、 当該公園の自動販売機設置場所と し て使用する 部分について、 都市

公園法第 5 条及び川越市都市公園条例第７ 条の規定に基づき 、設置に係る 工事を

着手し よ う と する 日の１ ５ 日前ま でに公園施設設置許可申請書（ 様式第２ 号（ 第

２ 条関係）） を 提出し 、 その許可を受けて使用する こ と になり ま す。  

 

1 0  使用料、 電気料の納入方法等 

次の(1 )使用料及び(2 )電気料については、 市が定める 期限ま でに納付し ていた

だき ま す。 ま た、 毎月（ 翌月の１ ０ 日ま でに）、 売上金額、 本数及び電気使用量

を 報告し ていただき ま す。  

(1 ) 使用料 

物件ご と に設置者と し て決定し た者が提示し た応募価格を も っ て年

間使用料と し ま す。 各年度の使用料を市が定める 期限ま でに納付（ １ 年

分を 一括前払い） し ていただき ま す。  

 

(2 ) 電気料 

公園内の電源を 使用する 際の電気料については、 設置者において子メ

ータ ーを設置し ていただき 、 電気使用量に相当する 料金を市が定める 期

限ま でに納付し ていただき ま す。 請求は６ か月ごと に行いま す。  

 

(3 ) 設置費等 

自動販売機の設置及び撤去に係る 費用については、 すべて設置者の負

担と なり ま す。  

 

  



8 
 

1 1  その他 

(1 ) 損害賠償等 

設置者は、 自動販売機の設置にあたり 、川越市又は第三者に損害を与え

たと き は、 全て自己責任でその損害を賠償し なければなり ま せん。  

ま た、原状回復に際し 、設置事業者は一切の補償を川越市に請求する こ

と はでき ま せん。  

 

(2 ) 法令遵守 

設置者は、 関係法令を 遵守し 、 誠実な設置、 運営を 行う も のと し ま す。 

 

(3 ) 設置上の制限 

① 設置者は、 設置場所を常に良好な状態で使用する と と も に、 設置目的以

外の用途に使用する こ と はでき ま せん。  

② 設置者は、 川越市の許可を 受けずに現状を 変更する こ と はでき ま せん。 

③ 設置者は、 設置する 権利を 第三者に譲渡又は転貸する こ と はでき ま せん。 

 

(4 ) その他 

① 組織の改廃等によ り 所管課の名称や施設用途に変更が生ずる 場合があり

ま す。  

② 苦情、 故障への対応については、 誠意を も っ て行う も のと し ま す。 自動

販売機には苦情、 故障への連絡先を 明記する も のと し ま す。  

③ その他こ の要項に定めのない事項は、 川越市と 設置者がその都度協議し

て定めま す。  
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◎ 川越市都市公園に設置する 自動販売機の仕様について 

１  外観等 

(1 ) 外観色等 

販売機の外観はデザイ ンや色彩など 、 設置場所周辺への景観配慮に努めてく だ

さ い。  

 

(2 ) 音声等 

商品購入時に過大な音や音声を発し ないこ と 。  

 

２  環境対策 

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する 法律（ 昭和

５ ４ 年法律第４ ９ 号） 第１ ４ ９ 条の規定に基づき 経済産業大臣が定める 「 自動販売

機のエネルギー消費性能の向上に関する エネルギー消費機器等製造事業者等の判断

の基準等（ 平成２ ５ 年１ ２ 月２ ７ 日 経済産業省告示第２ ６ ９ 号）」 において示さ れ

た基準を満たし ている こ と 。  

 

３  防災対策 

災害時に自動販売機内すべての飲料の無償提供が可能な機能がある こ と 。  

 

４  安全対策 

(1 )転倒防止 

「 自動販売機の据付基準」（ Ｊ Ｉ Ｓ 規格）、「 自動販売機据付基準マニュ アル」（ 日

本自動販売機工業会作成） 等に準拠し て適切な措置を講ずる も のと する 。  

(2 )食品衛生 

「 食品、 添加物等の規格基準」（ 食品衛生法）、「 自動販売機の食品衛生に関する 自

主的取扱要領」（ 業界自主基準） 等に準拠し て、 販売商品の衛生管理に万全を尽く す

も のと する 。 ま た、 商品販売に必要な営業許可を受けなければなら ない。  

(3 )防犯 

偽造通貨又は偽造紙幣の使用によ る 犯罪の防止に万全を尽く すも のと する 。ま た、

「 自販機堅牢化技術基準」（ 日本自動販売機工業会作成） 等に準拠し て、 犯罪防止に

努める も のと する 。  

 

５  使用済容器の回収 

(1 )回収ボッ ク ス の設置 

各自動販売機において販売する 容器の種類（ 缶、 ペッ ト ボト ル） ごと に分別がで

き る 回収ボッ ク ス を 、 原則と し て、 自動販売機横に設置する 。 ただし 、 詳細は、 設

置者と なった者と 市が協議し て決定する 。  
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(2 )回収ボッ ク ス の規格 

ア 素 材  プラ ス チッ ク 製 

イ  容量等  回収頻度と 回収量を考慮し 、回収ボッ ク ス から 空き 缶等の使用済容器

があふれたり 、 周囲に散乱し ない十分な収用容積と する 。  

ま た、 飲料内容物が漏れ出さ ない構造と する 。  

(3 ) 使用済み容器の回収・ 処理 

廃棄物の処理及び清掃に関する 法律（ 昭和４ ５ 年法律第１ ３ ７ 号） など、 関係法

令に基づいて適切に処理する も のと する 。  



　自動販売機設置仕様書

№ 1 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

市民グラウンド

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 4,260円

宮元町23番22 （入口付近）

入 替

設置場所

1



　自動販売機設置仕様書

№ 2 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

高階南公共広場 大字砂新田467番 （駐車場付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 504円

設置場所

設置場所

設置場所

上戸緑地

入 替

設置箇所
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　自動販売機設置仕様書

№ 3 公園名 所在地

設置台数 3

　■設置箇所図 ■現況写真

伊佐沼公園 大字伊佐沼596番1 （入口付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 1,128円

設置場所

入 替

設置場所

芳野台グラウン

設置箇所

入 替 入 替
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　自動販売機設置仕様書

№ 4 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

芳野台南公園 芳野台1丁目3015番1 （入口付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 1,956円

入 替

設置場所

なぐわし公園

PiKOA

設置箇所
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　自動販売機設置仕様書

№ 5 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

スポーツパーク福原 大字今福1772番1 （入口付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 444円

入 替設置箇所
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　自動販売機設置仕様書

№ 6 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

御伊勢塚公園 伊勢原町3丁目3番 （テニスコート付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 5,232円

入 替
設置箇所
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　自動販売機設置仕様書

№ 7 公園名 所在地

設置台数 1

　■設置箇所図 ■現況写真

岸町健康ふれあい広場 岸町3丁目32 （駐車場付近）

自動販売機の種類 清涼飲料水（缶・ペット　※災害対応型） 最低使用料 5,352円

入 替

設置箇所
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